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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第114期

第３四半期連結
累計期間

第115期
第３四半期連結

累計期間
第114期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

営業収益 （百万円） 36,070 34,807 47,924

経常利益 （百万円） 676 632 1,054

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 742 341 987

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 851 478 1,005

純資産額 （百万円） 20,006 20,342 20,160

総資産額 （百万円） 36,917 36,704 36,901

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 25.70 11.82 34.19

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 54.0 55.3 54.5

 

回次
第114期

第３四半期連結
会計期間

第115期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 36.59 9.04

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の子会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありませんが、主要な関係会社の異動においては平成28年４月１日に完全子会社である丸運国際フレート株式

会社を吸収合併いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

（1）経営成績の分析

当第３四半期の営業収益は、前年同期に流通貨物における合弁事業からの撤退や、石油輸送における国内石油

製品市場の縮小による輸送数量の減少により、前年同期比12億63百万円減の348億7百万円となりました。経常利

益は、不採算であった合弁事業からの撤退により損失が減少しましたが、国際貨物において前期設立した新規事

業会社の初期投資コスト負担や石油輸送における輸送量の減少といった減益要因が加わり、前年同期比43百万円

減の６億32百万円となりました。

なお、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期においては、合弁解消に伴う関係会社売却益の発生

や、損失の発生により税金費用が少額だったこともあり、前年同期比４億円減少の３億41百万円となりました。

 

セグメント別の業績概況は次のとおりであります。

 

《貨物輸送》

当部門については、栃木物流センター第２倉庫の営業開始はありましたが、一部顧客の契約解除等により既存

顧客の取扱いは減少しました。扱別では保管が増量となったものの、区域・特別積み合せ等の輸送量が減少とな

りました。

これらの結果、営業収益は前年同期比2.2％減の175億4百万円となり、経常利益は前年同期比35百万円減の４億

88百万円となりました。

 

《潤滑油・化成品》

潤滑油部門については、既存顧客の数量拡大に伴い増収・増益となりました。化成品部門においては、関西地

区の新規大口顧客の獲得および既存顧客の数量拡大により、増収・増益となりました。

これらの結果、営業収益は前年同期比5.8％増の35億62百万円、経常利益は前年同期比37百万円増の１億14百万

円となりました。

 

《流通貨物》

当部門については、Ｃ＆Ｆ市場での安定事業基盤の構築に努めています。新座流通センターについては、期前

半は自然災害の影響から国産農産物の取扱量が減少しましたが、足元では取扱量が増加し、堅調に推移していま

す。今期より新設した神奈川流通センターについては、共同配送物流事業、流通加工事業および多温度帯通販事

業の確立に取組んでいます。また、前期に不採算であった合弁事業を解消しています。

これらの結果、営業収益は前年同期比70.2％減の４億50百万円、経常利益は前年同期比56百万円改善したもの

の11百万円の損失となりました。

 

《国際貨物》

当部門については、国内からの重量品輸出貨物取扱量と当期より丸運物流（天津）有限公司を連結会社に加え

たことなどにより海外事業である中国での貨物取扱数量がそれぞれ増加しました。

これらの結果、営業収益は前年同期比8.3％増の43億86百万円となり、経常利益は前年同期比30百万円減の16百

万円となりました。

 

《石油輸送》

当部門については、国内石油製品需要減少の影響により輸送数量が前年同期比1.2％減となりました。また、受

託基地の減少による基地管理関係収入ならびにＪＸエネルギー水島製油所における作業関係収入が減少しまし

た。

これらの結果、営業収益は前年同期比3.5％減の88億71百万円となり、経常利益は前年同期比43百万円減の48百

万円となりました。
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（2）財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期末の総資産は367億4百万円となり、前期末に比べ１億97百万円減少しました。この主な要因は、

四半期末日直近の営業収益が増加したことに伴う営業未収入金の増加３億34百万円、栃木物流センター第２倉庫

建築代金の支払いや借入金の返済等に充当したことによる現金及び預金の減少３億94百万円、返済による貸付金

の減少１億78百万円、栃木物流センター第２倉庫の営業開始に伴う資産計上等の有形固定資産の増加４億45百万

円、繰延税金資産の取り崩しによる減少２億70百万円と非連結子会社１社を連結の範囲に含めたことや時価評価

による投資有価証券の減少２億26百万円によるものであります。

負債合計は163億61百万円となり、前期末に比べ３億79百万円減少しました。この主な要因は、有利子負債の圧

縮により、長期・短期借入金が２億4百万円減少したことや算定期間の違いにより賞与引当金が２億98百万円減少

したことによるものであります。

純資産合計は203億42百万円となり、前期末に比べ１億81百万円増加しました。この主な要因は、親会社株主に

帰属する四半期純利益３億41百万円を計上したこと、配当金の支払による減少２億31百万円、その他有価証券評

価差額金の増加１億83百万円及び非連結子会社１社を連結の範囲に含めたため、為替換算調整勘定が１億21百万

円減少したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は前期末の54.5％から55.3％となりました。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

該当事項はありません。

 

（5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第３四半期のわが国の経済は、雇用情勢および企業業績が改善傾向にあるものの、物価上昇圧力の増加なら

びに企業の新規投資に対する慎重姿勢により、個人消費および設備投資は横ばいに推移しましたが、海外経済の

回復基調を背景に輸出が持ち直したことなどにより、緩やかな回復基調となりました。

今後については、トランプ政権へ移行した米国の政策運営や英国のＥＵ離脱問題による影響に不透明感はある

ものの、堅調な輸出および増加基調にある公共投資などにより、緩やかな景気回復の動きが続くものと思われま

す。

物流業界は、国内貨物輸送量の減少基調の継続およびドライバー等の人手不足等の構造的課題が継続してお

り、引き続き厳しい経営環境が続いています。このような経営環境のもと、人手不足および環境対策への対応と

して、鉄道利用運送や共同配送などサスティナブルな物流ネットワークの構築が課題となっています。

 

 

EDINET提出書類

株式会社丸運(E04182)

四半期報告書

 4/19



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 56,000,000

計 56,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成28年12月31日）

提　出　日
現在発行数（株）

（平成29年２月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 28,965,449 28,965,449
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 28,965,449 28,965,449 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成28年10月１日～

平成28年12月31日
－ 28,965,449 － 3,559 － 3,076

 

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     76,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,856,400 288,564 －

単元未満株式 普通株式     32,849 － －

発行済株式総数 28,965,449 － －

総株主の議決権 － 288,564 －

 

 

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社丸運
東京都中央区日本

橋小網町７番２号
76,200 － 76,200 0.26

計 － 76,200 － 76,200 0.26

（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数

10個）あります。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

 

 

 

２【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、清陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,899 1,504

受取手形及び営業未収入金 6,049 6,338

商品及び製品 3 3

原材料及び貯蔵品 34 43

その他 990 842

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 8,975 8,730

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,162 5,573

土地 17,294 17,119

その他（純額） 2,266 2,476

有形固定資産合計 24,723 25,169

無形固定資産 309 284

投資その他の資産   

投資有価証券 2,221 1,994

その他 828 676

貸倒引当金 △156 △150

投資その他の資産合計 2,893 2,520

固定資産合計 27,926 27,973

資産合計 36,901 36,704

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,102 3,788

短期借入金 2,607 3,352

未払法人税等 39 53

賞与引当金 601 302

その他 2,077 2,483

流動負債合計 9,428 9,980

固定負債   

長期借入金 2,759 1,810

再評価に係る繰延税金負債 1,937 1,937

役員退職慰労引当金 42 52

退職給付に係る負債 2,333 2,264

厚生年金基金解散損失引当金 45 45

その他 193 270

固定負債合計 7,312 6,381

負債合計 16,740 16,361
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,559 3,559

資本剰余金 3,077 3,077

利益剰余金 10,868 10,925

自己株式 △21 △21

株主資本合計 17,484 17,541

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 391 575

土地再評価差額金 2,451 2,480

為替換算調整勘定 40 △81

退職給付に係る調整累計額 △264 △232

その他の包括利益累計額合計 2,619 2,743

非支配株主持分 57 58

純資産合計 20,160 20,342

負債純資産合計 36,901 36,704
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

営業収益 36,070 34,807

営業原価 33,335 32,087

営業総利益 2,735 2,719

販売費及び一般管理費 2,138 2,173

営業利益 597 546

営業外収益   

受取利息 1 6

受取配当金 52 52

受取弁済金 51 －

その他 80 65

営業外収益合計 184 124

営業外費用   

支払利息 40 25

貸倒引当金繰入額 53 －

その他 10 12

営業外費用合計 105 37

経常利益 676 632

特別利益   

固定資産売却益 41 47

関係会社株式売却益 699 －

その他 94 0

特別利益合計 834 48

特別損失   

固定資産除売却損 7 1

減損損失 473 37

債権放棄損 180 －

その他 83 1

特別損失合計 744 40

税金等調整前四半期純利益 766 641

法人税、住民税及び事業税 99 116

法人税等調整額 △86 174

法人税等合計 13 290

四半期純利益 752 350

非支配株主に帰属する四半期純利益 10 9

親会社株主に帰属する四半期純利益 742 341
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 752 350

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 70 183

為替換算調整勘定 △5 △88

退職給付に係る調整額 33 32

その他の包括利益合計 99 127

四半期包括利益 851 478

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 842 477

非支配株主に係る四半期包括利益 9 1
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

　第１四半期連結会計期間より、丸運物流（天津）有限公司は重要性が増したため、連結の範囲に含めておりま

す。

 

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更）

　連結子会社のうち、決算日が12月31日である丸運物流（天津）有限公司については、当該連結子会社の当該四

半期会計期間に係る四半期財務諸表を基礎として当該期間に対応する四半期連結財務諸表を作成し、当該四半期

連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っておりましたが、四半期連結財務諸表のより

適正な開示を図るため、当第３四半期連結会計期間より、四半期連結決算日で本決算に準じた仮決算を行った四

半期財務諸表を基礎として連結決算を行う方法に変更しております。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

減価償却費 1,092百万円 1,098百万円

のれんの償却額 20 20

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月20日

取締役会
普通株式 115 4.0  平成27年３月31日  平成27年６月８日 利益剰余金

平成27年10月28日

取締役会
普通株式 115 4.0  平成27年９月30日  平成27年12月11日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月20日

取締役会
普通株式 115 4.0  平成28年３月31日  平成28年６月６日 利益剰余金

平成28年10月26日

取締役会
普通株式 115 4.0  平成28年９月30日  平成28年12月９日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年12月31日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 貨物輸送
潤滑油・
化成品

流通貨物 国際貨物 石油輸送
その他
の事業

合計
調整額
（注１）

四半期連
結損益計
算書計上
額（注
２）

営業収益          

外部顧客への営業収益 17,895 3,368 1,508 4,051 9,195 51 36,070 － 36,070

セグメント間の内部
営業収益又は振替高

501 2 0 31 657 432 1,625 △1,625 －

計 18,397 3,370 1,509 4,082 9,852 483 37,696 △1,625 36,070

セグメント利益

又は損失（△）
524 76 △67 46 92 42 715 △38 676

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△38百万円は、各報告セグメントに配分していない全社収

益・費用の純額等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

「貨物輸送事業」、「石油輸送事業」及び「その他の事業」において、事業の用に供していない遊休資産の

うち、時価が著しく下落した資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。また、「流通貨

物事業」においては、当社の連結子会社である丸運トワード物流株式会社が保有する事業用資産等において

収益性の低下がみられたため減損処理を行っております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連

結累計期間においては473百万円であります。

（単位：百万円）
 

 貨物輸送
潤滑油・
化成品

流通貨物 国際貨物 石油輸送
その他
の事業

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上

額

減損損失 1 － 390 － 10 72 473 － 473

 

EDINET提出書類

株式会社丸運(E04182)

四半期報告書

14/19



Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 貨物輸送
潤滑油・
化成品

流通貨物 国際貨物 石油輸送
その他
の事業

合計
調整額
（注１）

四半期連
結損益計
算書計上
額（注
２）

営業収益          

外部顧客への営業収益 17,504 3,562 450 4,386 8,871 32 34,807 － 34,807

セグメント間の内部
営業収益又は振替高

562 2 0 － 630 391 1,587 △1,587 －

計 18,066 3,564 450 4,386 9,501 423 36,394 △1,587 34,807

セグメント利益

又は損失（△）
488 114 △11 16 48 22 679 △46 632

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△46百万円は、各報告セグメントに配分していない全社収

益・費用の純額等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

「貨物輸送事業」及び「その他の事業」において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく

下落した資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は、当

第３四半期連結累計期間においては37百万円であります。

（単位：百万円）
 

 貨物輸送
潤滑油・
化成品

流通貨物 国際貨物 石油輸送
その他
の事業

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上

額

減損損失 0 － － － － 37 37 － 37
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額  25円70銭 11円82銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円） 742 341

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額
（百万円） 742 341

普通株式の期中平均株式数 （千株） 28,889 28,889

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

平成28年10月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ)　配当金の総額………………………………………115百万円

（ロ)　１株当たりの金額…………………………………４円00銭

（ハ)　支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年12月９日

（注)　　平成28年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

   平成29年２月９日

    

株式会社丸運    

取締役会　御中    

    

 清陽監査法人
    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 大河原　恵史　　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 中市　　俊也　　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 鈴木　　智喜　　印

 
 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社丸運の

平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成28年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社丸運及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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